
平成３０年度第 ３回  

流山市地域包括 支援センター及 び地域密着型サ ービス 運営協議 会

議事録  

 

１  日時   

平成３１年１月 ２１日  月曜日  

１３時３０分か ら１５時３０分 まで  

 

２  会場   

中央公民館  第 ２会議室  

 

３  出席者  

濱田竜也会長  宮本篤子副会長  稲田衣子委員  井川宏委員   

篠塚博道委員  岡崎洋子委員  池上諄一委員  紺野好美委員   

麦倉顕子委員  櫻井寿一委員  （全１６名中１ ０ 名の出席）  

流山市職員   

早川健康福祉部 長   

高齢者支援課  石井課長  君島 課長補佐  山口 主任保健師  

       晴山主任保健師  

介護支援課   菊池課長  藤原 主事  

傍聴人  なし  

 

４  議題  

報告事項  

（１）北部第２ 地域包括支援セ ンターの名称及 び受託候補者に つ

いて  

（２）地域包括 支援センターの 職員体制変更に ついて  

（３）地域包括 支援センター第 三者評価（平成 ２９年度）の報 告  



（４）地域密着 型サービス事業 報告（平成２９ 年度）について  

協議事項  

（１）指定介護 予防等の一部委 託について  

 

報告事項１  

（１）北部第２ 地域包括支援セ ンターの名称及 び受託候補者に つい

て  

 (事務局 )  

 名称について 、「北部第２」を仮称としてい たが、「第２」では

場所を表してい ないことから、北部圏域の西側 、「北部 西」地 域包

括支援センター とする。なお、現在の北部地域 包括支援センタ ーに

ついては、現在 の利用者に混乱 のないよう、名 称は変更しない 。  

次に、受託候補 者について流山 市北部第２地域 包括支援センタ ー業

務 委 託 に 係 る 事 業 者 選 考 委 員 会 の 設 置 運 営 に 関 す る 要 領 に 基 づ き 、

平成３０年１１ 月９日に選考会 を開催した結果 、受託候補者と して

社会福祉法人あ かぎ万葉を選定 した。  

 今後のスケジ ュールは、本日 、運営協議会の 承認をいただき 、２

月１日に社会福 祉法人あかぎ万 葉と契約を締結 。２月と３月を セン

ターの設置準備 期間とし 、北部 地域包括支援セ ンターからの業 務引

継ぎと、住民や 関係機関への周 知を行う。平成 ３１年 ４月１日 に 北

部西地域包括支 援センターを設 置する予定。  

承認に対し、委 員より 同意あり 。  

（委員）意見な し  

 

報告事項２  

（２）地域包括 支援センターの 職員体制変更に ついて  



 東 部 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に お い て 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ １ 日 に 看

護 師 が １ 名 退 職 し 、 職 員 数 が ４ 名 に な っ た 。 現 在 、 職 種 を 問 わ ず 、

募集をしている 。  

南 部 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に お い て 平 成 ３ １ 年 １ 月 １ 日 に 法 人

内の人事異動に より、主任介護 支援専門員、社 会福祉士 に変更 が あ

った。職員数は ６名となった。  

（委員）意見な し  

 

報告事項３  

（３）地域包括 支援センター第 三者評価（平成 ２９年度）の報 告  

  北部地域包 括支援センター 、中部地域包括 支援センター、東部

地域包括支援セ ンター、南部地域 包括支援センタ ーより、平成２

９年度事業報告 及び平成３０年 度事業計画につ いて、各センター

から説明。  

（評価委員）   

運営は適切に行 われており、市 内４か所、全て よく努力してい

る。今までは、流 山市独自の指標 を用いて評価し てきたが、今回

初めて国の指標 を用い、より客観 的に課題を整理 することができ

た。地域 包括支援 センターと市が 互いに確認の機 会として、連携

を強化してほし い。  

  高齢者支援 計画第５期から の６年に渡り、毎年度、地域包 括支

援センターの評 価を行ってきた。これまでの評価 指標については

概ね達成してい る。  

国が全国統一の 評価指標を策定 したことにより 、今後は、国平

均や県平均との 比較が可能とな り、市内地域包括 支援センターの

強みと弱みを確 認しやすくなっ た。ただし、地域の実情によって

センターに求め られることも実 施状況も異なる ため、単純な比較

をすることなく 十分に注意して 活用してほしい 。  



さらに、国は、市が自己評価す る指標も策定し 、そのうち約６

割はセンターの 自己評価指標と 対応関係にある。対応関係にある

評価指標のギャ ップを市とセン ターが互いに確 認し、そのギャッ

プの解消に努め ることが重要で ある。  

（委員）  

先 ほ ど も 東 部 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 職 員 減 少 に つ い て 議 題

にあった が、評 価でも指 摘事項 にあり、 人員が 少ないこ とで業 務

に支障はないの か。  

（東部地域包括 支援センター）  

地域の方々に 変 わらぬ サービス が提供できるよ う 、現在人員を

募集しており、 法人内でも調整 が可能か、検討 をしている。  

（委員）  

事 例 の 終 結 条 件に つ い て 東 部 地域 包 括 支 援 セ ンタ ー が 市 と セ ン

ター間で確認が できていないの はなぜか。  

（東部地域包括 支援センター ）  

事 例 の 終 結 に つい て は 、 市 か らは っ き り と し た条 件 の 提 示 はな

いが、ケースに 応 じて市の担当者 と相談している 。今後、終結条件

について、確認 をしていく。  

 

報告事項４  

（４）地域密着 型サービス事業 報告（平成２９ 年度）について  

  定期巡回は 風の村の１事業 所のみ。Ｈ３０ 年１０月までは 同一

建物であ るサ高 住の居住 者に対 してのみ の提供 実績しか 発生し て

いない。 この点 について 事業者 にヒアリ ングし たところ 、建物 外

の利用相 談は増 えている が、人 員体制等 の問題 から利用 につな げ

られてい ない状 態。これ は、基 準上正当 な理由 に該当す るため 、

基準違反 ではな いが、閉 鎖的な サービス 提供が 行われな いよう 、

体制整備するよ う指導していく 。  



地域密着型のデ イサービスにつ いては、Ｈ２８ 年度と比べ、実

績件数が増加傾 向。特に、機能訓練特化型の事業 所は実績が伸び 、

平均要介護度も 低めである。  

認知症対応型の デイサービスに ついては、通常 のデイサービス

でも認知 症の方 の受入が 可能で あること 等から 、資料記 載の課 題

が発生し、全体 的に実績件数が かなり少ない傾 向。  

  小規模多機 能型居宅介護に ついては、Ｈ２ ８年度よりは実 績が

微増、供 給量に はまだ余 裕があ る。なお 、要支 援者のニ ーズは ほ

とんどない。  

  認知症対応 型共同生活介護 、グループホー ムについては、稼働

率が概ね ９０％ 以上を保 ち続け ており、 良好な 経営状態 が維持 さ

れている。  

  地域密着型 の介護老人福祉 施設サービスに ついては、全事 業所

稼働率が１ ００ ％であり、 定員 を超えるニ ーズ については 、広 域

型の特養を整備 することで対応 していく。  

  看護小規模 多機能型居宅介 護事業者の「い ちごいちえ」管 理者

から運営状況現 在の利用対象者 等につい て説明 。  

（委員）  

  同じ要介護 度を受けている 人でも、その心 身の状態に差が 出る

のはなぜ か。ま た、利用 者家族 への指導 等を「 いちごい ちえ」 は

しているか。  

（事業者）  

  家族介護に ついて指導・助 言は行う。事業 者は、家族介護 等に

より支援できな いところを支援 する。  

（委員）  

  家族の希望 と事業所体制の 兼ね合いの観点 から通い、訪問 、宿

泊のサービス提 供のバランスは とれているか。  

（事業者）  



 事業開 始頃は 利用者確 保のた め、多少 厳しく ても利用 者・家 族

の要望に 応える ようにし ていた 。利用状 況が安 定してき た現在 で

は、家族 の 介護 力を見極 め、家 族等で対 応でき ないよう な介護 を

担うようにして いる。  

 

５  その他  

  次回の運営 協議会の 予定が 決まり次第連絡 する 。   

                                                                        


